
第三者評価料金表

株式会社アールピーアイ栃木が行う、栃木県における福祉サービス第三者評価の料金を、以下の

ように定めます。

標準料金

・ サービスの種類ごとに、標準のサービス提供規模、評価活動のプロセス・仕様を定め、標準料金

を定めています。

・ 標準のサービス提供規模、評価活動のプロセス・仕様を越える評価については、別途見積を行い、

追加料金が加算されます。

標準料金表

区分 サービスの種類 サービス提供の標準規模 料 金

高齢 特別養護老人ホーム 利用者数 ５０名 ￥６００，０００円

養護老人ホーム 利用者数 ５０名 ￥５００，０００円

軽費老人ホーム 利用者数 ５０名 ￥５００，０００円

障害 身体障害者授産施設（入所施設） 利用者数 ５０名 ￥６００，０００円

身体障害者授産施設（通所施設） 利用者数 ５０名 ￥５００，０００円

身体障害者療護施設 利用者数１００名 ￥８００，０００円

知的障害者更生施設 利用者数１００名 ￥１，０００，０００円

知的障害者授産施設（入所施設） 利用者数 ５０名 ￥６００，０００円

知的障害者授産施設（通所施設） 利用者数 ５０名 ￥６００，０００円

児童 保育所 利用者数１００名 ￥４００，０００円

児童養護施設 利用者数 ５０名 ￥６００，０００円


